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要点 

 連邦法上、消費者の会社や商品・サービスに関するコメントの掲載を制限したり妨げた

りすること、またはこれに罰則を適用することは禁止されることになりました。 

 同新法により、会社が、コメントを掲載する個人に対し、そのコメントに含まれる知的財

産の譲渡を要求することも違法とされることになりました。 

 ユーザー・コメントに関する契約条項を定型契約や、諸規程、その他に含めている会社

は、それらの条項が新法に違反するものでないかにつき、速やかに検討する必要があ

ります。 

2016年消費者レビュー公正法は 2017年 3月 14 日に発効しました。同法は、「対象コミュニケー
ション」（その内容は広範に定義されており、会社の商品やサービス、行動についてのコメント、性
能評価その他類似の分析まで含まれます。）を行おうとする個人の活動を妨げたり制限したりする
「定型契約」は、全て違法であると定めています。 

概要 

 電子商取引関連の各ウェブサイト、各種ソーシャルメディア、その他のオンライン・プラット 
フォームの多くは、顧客その他の利用者が、会社自体やその製品・サービスについての 
レビューやコメントを投稿することを可能としています。 

 近年、一部の会社は、ネット上等に投稿される、その事業や製品・サービスについての否定的
なコメントやフィードバックを隠蔽しようと試みていました。これに対し、オバマ前大統領は、そ
の任期の終了間近に、「2016年消費者レビュー公正法」に署名し、同法は 2017 年 3 月 14日
に発効しました。 
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 新たに制定された連邦法は、（電子的に、あるいは、他の手段により投稿される）会社の商品
やサービス、その行動に関するコメントや、性能評価その他の類似の分析を含む広範なものと
して定義されている「対象コミュニケーション」を行う個人の活動を妨げたり制限する「定型契約」
は、全て違法であると定めています。 

 特に、マサチューセッツ州やカリフォルニア州の類似の法律をモデルとしている新法は、商品
やサービスの売主や貸主が、(i) 個人による当該売主/貸主の商品やサービス、行動について
の書面、口頭、あるいは絵図によるコメントや性能評価を妨げたり制限したりする、あるいは、
(ii)そのような行為を行った個人に対し罰則や手数料を課す「定型契約」を提示、または利用す
ることは違法であると定めています。 

 さらに、新法は、「定型契約」が、個人が投稿したコメントやフィードバックに含まれる知的財産
権を会社に譲渡することを当該個人に要求することも違法としました。（ただし、その内容を会
社が利用する権限を付与するライセンスは認められます。） 

 要するに、同法は、会社自身やその製品・サービスについての好意的でないコメントを、会社
が、削除、拒絶することや、これを隠蔽することを防ぐことを企図して制定されています。 

 対応策： 会社は、会社自体やその商品・サービスに関する利用者によるコメントや、類似の内
容について言及している定型契約、規程、あるいは他の標準化された各契約条項について見
直しを行い、新法により禁止される内容を含む条項を洗い出し、（必要な場合には）早急に更
新された契約条項を掲載する必要があります。 

詳細 

I. どのような行為が禁止されるのか？ 

新法は、他に定めがない限り、以下の場合、「定型契約」の提示はその開始の時から無効とされる
と定めています。 

A. 定型契約の相手方当事者となる個人に対し、対象コミュニケーションを行うことを
禁止し、または制限する場合。 

B. 定型契約の相手方当事者となる個人に対し、対象コミュニケーションを行うことに
ついて罰則を課し、あるいは手数料を徴求する場合。 

C. 定型契約の相手方当事者となる個人が合法的に有する、対象コミュニケーション
に含まれる知的財産権を、譲渡または要求する場合。ただしこれを非独占的に使
用することを認めるライセンスを定める条項は除く。   

また、同法の別に設けられた条項において、上記のような定型契約の「提示」を行うことも違法とな
ることが定められています。 
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「定型契約」は、「定型化された契約条項からなる契約であって、(i)商品またはサービスを販売し、
または、賃貸するにあたり使用されるものであり、かつ、(ii)契約の相手方となる個人に対し、その
定型化された契約条項について交渉する実質的な機会が与えられないまま、その契約条項が課さ
れることになるもの」をいうと定義されています。ただし、雇用主と従業員との間の契約や、独立契
約者との契約は含まないものとされています。「・・・にあたり、その者によって使用される」との文言
については定義されていませんが、新法の目的を達成するため広く解釈されることになるでしょう。 

これに対して、「対象コミュニケーション」については非常に広く定義されており、「ある者の商品、 
サービスまたは行動についての、電子的方法によるものを含む、文書、口頭または絵図によるコメ
ント、性能評価、その他の類似の分析」を意味しています。「電子的方法」という文言からは、対象
コミュニケーションを促進する限りにおいて、携帯アプリや各種ソーシャルメディアに対しても適用さ
れるよう広い解釈がなされるであろうことが示唆されます。 

II. いかなる制限が今後も許容されるのか？ 

当然ながら、新法は、上述した禁止規定が以下の各事項に影響を及ぼさないことを明確にしてい
ます。 

A. 法律（行政機関による手引きを含む）により課される秘密保持義務 

B. 名誉毀損（口頭によるものと書面によるものとを問わず）に関する民事上の請求原
因やその他類似の請求原因 

C. 当事者の管理･運営またはコントロールしているウェブサイトから、次の内容を除去、
あるいは、公に表示することを拒絶する権利。(i)他人の個人情報や容貌を含む対
象コミュニケーション、名誉毀損、嫌がらせ、侮辱的、わいせつ、卑猥、性的に露悪
的、または、人種、性別、性的特質、民族性その他の個人の特性に関して不適切
な対象コミュニケーション、(ii)ウェブサイトにおいて提供され、あるいは利用可能な
商品・サービスとは無関係の対象コミュニケーション、または、(iii)明らかに虚偽、ま
たは誤解を招く対象コミュニケーション 

D. 営利企業の従業員や独立契約者により作製されるものであって、かつ、当該企業
の商業目的のためにのみ作製される写真やビデオに関する契約条件を定める権
利 

更に新法は、定型契約の提供が、以下の各事項についての情報開示や提供を禁止することや、ま
たは、ネット上での消費者レビューやコメントを管理する個人や企業がこれらを除去する権利を保
持することにまで、上述した禁止規定が適用されるものではないことを確認しています。 

A. 他人から取得した営業秘密や営業上または財務上の情報であって、秘匿特権あ
るいは守秘義務の対象となると考えられるもの 

B. 人事や健康に関するファイルや他の類似の情報であって、その開示が明らかに不
当なプライバシーの侵害にあたるもの 
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C. 法の執行を目的として集められた情報についての記録 

D. 違法なコンテンツ 

E. コンピューターウイルス、コンピューターワーム、その他損害を生じさせる可能性の
あるコンピューターコード、プロセス、プログラム、アプリ、ファイルを含むコンテンツ 

 

III. 不遵守に対する罰則はあるのか？ 

あります。新法違反は、連邦取引委員会法（合衆国法典第 15編 41 条等）に定める罰則の適用対
象となります。新法は、州司法長官や他の州から権限を与えられた消費者保護官に対し、その州
の住民に代わって民事訴訟を起こすことや、適切な救済を得ることを認めています。連邦取引委
員会は、そのような活動の全てに介入することが可能とされているとともに、連邦取引委員会法に
規定されている方法や手段により、その管轄権、権限及び義務を新法に基づいて執行することが
認められています。 

 
2016年消費者レビュー公正法については、こちらをご覧ください。 
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